
二

当
該
項
目
が
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
二

号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の

で
あ
る
場
合
に
は
、
前
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
績

に
つ
い
て
情
報
・
研
修
館
が
評
価
を
行
っ
た
結

果
。
な
お
、
当
該
評
価
を
行
っ
た
結
果
は
、
次
の

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ

評
定
及
び
当
該
評
定
を
付
し
た
理
由

ロ

業
務
運
営
上
の
課
題
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に

は
、
当
該
課
題
及
び
当
該
課
題
に
対
す
る
改
善

方
策

ハ

過
去
の
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
改
善
方
策
の

う
ち
そ
の
実
施
が
完
了
し
た
旨
の
記
載
が
な
い

も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
実
施
状
況

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報
２

情
報
・
研
修
館
は
、
前
項
に
規
定
す
る
報
告
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
報
告

書
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
及
び
第
七
条
を
削
る
。

第
八
条
を
第
六
条
と
し
、
第
九
条
を
第
七
条
と
し
、
第
九
条
の
二
を
第
八
条
と
し
、第
九
条
の
三
を
第
九
条
と
す
る
。

第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
事
業
報
告
書
の
作
成
）

第
十
条
の
二

情
報
・
研
修
館
に
係
る
通
則
法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い

て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

事
業
報
告
書
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

情
報
・
研
修
館
に
関
す
る
基
礎
的
な
情
報

イ

目
的
、
業
務
内
容
、
沿
革
、
設
立
に
係
る
根
拠
法
、
主
務
大
臣
、
組
織
図
そ
の
他
の
情
報
・
研
修
館
の
概
要

ロ

事
務
所
（
従
た
る
事
務
所
を
含
む
。）の
所
在
地

ハ

資
本
金
の
額
及
び
出
資
者
ご
と
の
出
資
額
（
前
事
業
年
度
末
か
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
の
増
減
を
含
む
。）

ニ

役
員
の
氏
名
、
役
職
、
任
期
、
担
当
及
び
経
歴

ホ

常
勤
職
員
の
数
（
前
事
業
年
度
末
か
ら
の
増
減
を
含
む
。）及
び
平
均
年
齢
並
び
に
情
報
・
研
修
館
へ
の
出
向

者
の
数

二

財
務
諸
表
の
要
約

三

財
務
情
報

イ

財
務
諸
表
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
概
要

ロ

予
算
及
び
決
算
の
概
要

ハ

経
費
の
削
減
及
び
効
率
化
に
関
す
る
目
標
及
び
そ
の
達
成
状
況

四

事
業
に
関
す
る
説
明

イ

財
源
の
内
訳

ロ

財
務
情
報
及
び
業
務
の
実
績
に
基
づ
く
説
明

３

事
業
報
告
書
に
は
、
通
則
法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
年
度
計
画
に
記
載
さ
れ
た
セ
グ
メ
ン
ト
（
情
報
・
研
修
館

を
構
成
す
る
一
定
の
単
位
を
い
う
。）ご
と
の
予
算
に
関
す
る
見
積
り
と
当
該
予
算
の
執
行
実
績
を
明
ら
か
に
し
た
資

料
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
中
「
第
三
十
八
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
八
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
第
五
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
二
条
の
次

に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
内
部
組
織
）

第
十
三
条

情
報
・
研
修
館
に
係
る
通
則
法
第
五
十
条
の
六
第
一
号
に
規
定
す
る
離
職
前
五
年
間
に
在
職
し
て
い
た
当

該
中
期
目
標
管
理
法
人
の
内
部
組
織
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
現
に
存
す
る
理
事
長
の
直
近
下
位
の
内

部
組
織
と
し
て
主
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
現
内
部
組
織
」
と
い
う
。）で
あ
っ
て
再
就
職
者
（
離

職
後
二
年
を
経
過
し
た
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）が
離
職
前
五
年
間
に
在
職
し
て
い
た
も
の
と
す
る
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
四
十
号

独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
六
号
。
以
下「
改
正
法
」と
い
う
。）

の
施
行
に
伴
い
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
九
条
第
四
項
及
び
第
六
項
第
二
号
、

第
三
十
二
条
第
二
項
、
第
三
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
五
十
条
の
六
第
一
号
及
び
第
二

号
、
並
び
に
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
四
号
。
以
下
「
機

構
法
」
と
い
う
。）第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
改
正
法
及
び
機
構
法
そ
の
他
の
関
係
法
令
を
実
施
す

る
た
め
、
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

経
済
産
業
大
臣

宮
沢

洋
一

独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
（
平
成

十
六
年
経
済
産
業
省
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
の
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関

す
る
省
令

２

直
近
七
年
間
に
存
し
、
又
は
存
し
て
い
た
理
事
長
の
直
近
下
位
の
内
部
組
織
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
の
日
以
後
の
も
の
に
限
る
。）と
し
て
主
務
大
臣
が
定

め
る
も
の
で
あ
っ
て
再
就
職
者
が
離
職
前
五
年
間
に
在
職
し
て
い
た
も
の
が
行
っ
て
い
た
業
務
を
現
内
部
組
織
（
当

該
内
部
組
織
が
現
内
部
組
織
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
他
の
現
内
部
組
織
）
が
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
再
就
職
者
が
離
職
前
五
年
間
に
当
該
現
内
部
組
織
に
在
職
し
て
い
た
も
の
と
み
な

す
。

（
管
理
又
は
監
督
の
地
位
）

第
十
四
条

情
報
・
研
修
館
に
係
る
通
則
法
第
五
十
条
の
六
第
二
号
に
規
定
す
る
管
理
又
は
監
督
の
地
位
と
し
て
主
務

省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
八
十
九
号
）
第
二
十
七
条

第
六
号
に
規
定
す
る
職
員
が
就
い
て
い
る
官
職
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
主
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
六
号
。
以

下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
業
務
実
績
等
報
告
書
に
係
る
経
過
措
置
）

第
二
条

改
正
法
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十

一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
中
期
目
標
が
、
主
務
大
臣
が
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法

人
通
則
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
示
し
た
同
項
の
中
期
目
標
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
の
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理

に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
経
済
産
業
省
令
第
百
二
号
。
次
条
に
お
い
て
「
新
省
令
」
と
い
う
。）第
五
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
表
中
「
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
二
号
に
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通

則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
六
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）に
よ
る
改
正
前

の
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
三
号
に
」
と
、「
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
二
号
、
第
四

号
及
び
第
五
号
」
と
、「
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
法
に
よ
る
改
正
前

の
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
」
と
読
み
替
え
る
。

（
事
業
報
告
書
の
作
成
に
係
る
経
過
措
置
）

第
三
条

新
省
令
第
十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
改
正
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
以
後
に
開
始

す
る
事
業
年
度
に
係
る
事
業
報
告
書
か
ら
適
用
す
る
。
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